
いずれの指標も早期健全化基準を下回っているため、健全であるといえます。

（単位：％）

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率はない（赤字額がない）

・財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
・策定した財政健全化計画を総務大臣、道知事に報告
・毎年度、財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、公表
・個別外部監査契約に基づく監査

・財政再生計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
・財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めることができる
・同意がない場合には、災害復旧事業など一部の起債を除き、起債の発行は不可能
・毎年度、財政再生計画の実施状況を議会に報告し、公表
・個別外部監査契約に基づく監査

※健全化判断比率４指標のいずれかが早期健全化基準となった場合、早期健全化団体として自主的に財政の健全化を図るため、次のこ
とを行う必要があります。

※健全化判断比率３指標のいずれかが財政再生基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与を受けながら財政の再生を図るた
め、次のことを行う必要があります。

　健全化判断比率

平成２０年度決算に基づく健全化判断比率は、以下のとおりです。

- - 16.6 97.6

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

財政再生基準 20.00 40.00

15.00 20.00 25.0早期健全化基準 350.0

35.0



※ 標準財政規模は臨時財政対策債発行可能額（平成２１年度までの特例）含む。

[趣旨] 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

[定義] 一般会計等 = 公営企業、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、老人保険医療事業を除く会計

実質赤字額 = 繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

繰上充用額 = 歳入不足のため、翌年度歳入を繰上げて充用した額
= 形式赤字＋（継続費の逓次繰越額＋繰越明許費繰越額＋事故繰越額－未収入特定財源）

　 うち、年度内に支出の終わらなかったもの

※事故繰越=避けることができない事故（災害）のために年度内に経費の使用が終わらないもの

支払繰延額 = 実質上歳入不足のため、支払いを翌年度に繰延した額

事業繰越額 = 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

標準財政規模 = 地方公共団体の一般財源の標準的な収入規模を表すもの

　実質赤字比率

％
標準財政規模 2,605,810

※継続費の逓次繰越=履行に数年度を要するものについて、その経費の総額及び年割額を予算で定め、数年度にわたって支出で

実質赤字比率 =
一般会計等の赤字額

=
0

千円 = -

※繰越明許費=予算成立後、年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越して使用することができる経費



※ 標準財政規模は臨時財政対策債発行可能額（平成２１年度までの特例）含む。

[趣旨] 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

[定義] 連結実質赤字額 = ①及び２の合計額が③及び④の合計額を超える場合の合計額
① 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち実質赤字を生じた会計の実質赤字合計額
② 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
③ 一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
④ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

実質黒字額 = 歳入（繰上充用額、支払繰延額及び事業繰越額を除く）が歳出を超える場合の当該超える額

円 円 円 円 円

国保 簡水 負の場合は0
老保 下水

介護 農集

後期

標準財政規模 = 地方公共団体の一般財源の標準的な収入規模を表すもの

　連結実質赤字比率

18,471,679 81,005

595,096 190,941

######## 195,744

21,080,584 467,690 △ 21,548,274

- ％

=
連結実質赤字額①

＋
②

－
0 0

標準財政規模
連結実質赤字比率 =

連結実質赤字額
=

0

114,600

2,605,810

③
-

④

千円 =



単位:千円

（ + ） - （ + ）
-

※ 地方債の元利償還金は繰上償還に係る元金138千円除く。標準財政規模は臨時財政対策債発行可能額含む。

[趣旨] 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

[定義] 準元利償還金 = ①から⑤までの合計額
① 満期一括償還地方債について、償還期間を３０年間とする元金均等年賦償還をした場合における１年あたりの元金償還金相当額
② 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還に充てたと認められるもの
③ 組合・地方開発事業団への負担金・補助金のうち、組合が起こした地方債の償還に充てたと認められるもの
④ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
⑤ 一時借入金の利子

特定財源 =

平成１９年度 16.21399
平成２０年度

　実質公債費比率

16.04778

実質公債費
比率（単年

度）

実質公債費
比率（３か年

平均）

平成１８年度 17.59806
16.6 ％

国や都道府県からの利子補給、貸付金の財源として発行した地方債に係る貸付金の元利償還金、公営住宅使用料、土地計
画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税等

0 115,625 284 5,990
＋

⑤
=

準元利償還金
466 122,365

（H２０）
2,605,810 557,203

①
＋

②
＋

③
＋

④

557,203
= 16.04778 ％=

844,593 122,365 80,999

実質公債費比率 =
　　－　(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

　　(地方債の元利償還金＋準元利償還金)



Ａ Ｂ 単位:千円

（ ） - （ + + ）
-

※ 標準財政規模は臨時財政対策債発行可能額（平成２１年度までの特例）含む。

[趣旨] 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

[定義] 将来負担額 = （1）から（7）までの合計額
（1） 当該年度の前年度末における一般会計等に係る地方債の現在高

（2） 債務負担行為に基づく支出予定額
　地方財政法第５条各号に規定する経費で支出が確定している額で一般会計等において実質的に負担が見込まれる額
① PFI事業に係るもののうち、公共施設又は公用施設の建設事業費等に係る経費の支出予定額
②

③ 国営事業等に対する負担金に係る経費の支出予定額
④ 地方公務員共済組合が建設した職員住宅その他の施設の無償譲渡を受けるために支払う賃借料に係る支出予定額
⑤ 公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第1項第1号に規定する土地の取得に要する額
⑥ ①～⑤のほか、これらに準ずるもの

（2）債務負担行為計

0 0 0 118,954 118,954
⑤公社依頼土地

＋
⑥その他

=
③国営事業

＋
④職員住宅

＋
①PFI

＋
②宅地開発

＋

=
9,701,680 1,472,197 1,511,645

2,605,810 557,203

将来負担比率 =
　　　　　　　　　　　　　係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

　　将来負担額　－　(充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に

4,717,705
= 97.6 ％

（1）一般会計地方債現在高

6,797,372

　将来負担比率

大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって住宅・都市整備公団等の宅造融資を受けた者が行う公共施設
等の建設に要する経費のうち当該地方公共団体が負担する費用の支出予定額



（3）
① 現在の繰出基準で元金償還金へ繰出すことが予定される債務残高の額
② 一般会計等以外の会計の元金償還に係る一般会計等の負担割合を当該年度の前年度末における地方債の現在高に乗じた額

① ① ①
② ② ②

（4） 組合等が起こした地方債の償還に係る負担見込額

（5）

①

②

（6） 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額
① 設立した地方道路公社の負債
② 設立した土地開発公社の負債
③ 設立した地方独立行政法人の負債
④ 設立団体以外の地方公共団体で土地開発公社に債務保証している団体における保証債務
⑤ 地方公共団体の損失補償又は保証に係る債務（地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人除く）

（7） 組合等の連結実質赤字額相当額に係る一般会計等負担見込額

（7）組合赤字額計

0 0 0 0 0 0 0
共済・退職手当

＋
その他

=
後志広域連合

＋
後期高齢者連合

＋
羊蹄山ろく消防

＋
羊蹄山麓環境衛生

＋

=
（6）設立法人負債負担額

0 0 0 0 0 0
①道路公社

＋
②土地公社

＋
③独立法人

＋
④公社保証債務

＋
⑤損失補償等

△ 61,306 802,885
①一般職

＋
②特別職

-
組合積立・不足額

=
（5）退職手当支給予定額

725,857

退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額（①・②の区分ごとの合計額から退職手当組合加入団体にあっては当該額に比率算定年
度の前年度末日に組合が解散するものと仮定した場合に組合に対して納付すべき額又は組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した
額）
　次の①・②の区分ごとの合計額から退職手当組合加入団体にあっては当該額に比率算定年度の前年度末日に組合が解散するものと仮定し
た場合に組合に対して納付すべき額又は組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した額

一般職（教育長除く）のうちその退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員全員が比率算定年度の前年度末
日に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の合計額

特別職に属する職員（教育長含む）のうちその退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員全員が比率算定
年度の前年度末日に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の合計額

15,722

（4）組合地方債計

0 888 0 0 0 0 888
共済・退職手当

＋
その他

=
後志広域連合

＋
後期高齢者連合

＋
羊蹄山ろく消防

＋
羊蹄山麓環境衛生

＋

1,427,747 72,742
1,981,581

521,484 1,427,747 32,350

簡易水道会計 下水道会計 農業集落排水会計 （3）繰入見込額計
＋ ＋ =481,776

一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額（会計ごとに①と②のいずれか大きい額を計上）



将来負担額の計算（１）～（７）の合計

充当可能財源 = （1）から（3）までの合計額
（1） 地方債の償還額等に充当可能な基金

自治法第241条の基金のうち次の①～④以外の基金であって、現金、預金、国債、地方債及び政府保証債等として保有しているもの
① 災害救助法第３７条に定める災害救助基金
② 高齢者の医療の確保に関する法律第１１６条に定める財政安定化基金
③ 介護保険法第１４７条に定める財政安定化基金
④

（2） 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入
以下、①～⑤に掲げる特定の歳入に定める合計額
① 国庫支出金、都道府県支出金又は他の地方公共団体からの分担金及び負担金
② 地方債を原資として貸し付けた当該貸付金の償還金
③ 公営住宅の賃貸料その他使用料
④ 都市計画税
⑤ ①～④に掲げるもののほか、その性質により将来負担額に充てることができると認められると認められる特定の歳入

（3） 地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額

4,717,705 7,701,547

地方財政法第６条の公営企業に設けられた基金その他法律又は政令の規定により地方債の償還額等に充てることができないと認められる基金

＋

（3）基準財政需要額
算入見込額

=
充当可能財源等B（1）充当可能基金

＋

（2）充当可能
特定収入

1,472,197 1,511,645

＋

（7）組合等連結実質
赤字額負担見込額

=
将来負担額  A

0 9,701,680

＋

（6）設立法人の負債
額等負担見込額

0

（5）退職手当負担
見込額

6,797,372 118,954 1,981,581 888 802,885

（3）公営企業債等
繰入見込額

＋

（4）組合等負担等
見込額

＋
（1）地方債現在高

＋

（2）債務負担行為に
基づく支出予定額

＋


	【総括表】健全化判断比率

